
総務常任委員協議会資料 

令和６年１１月２２日 

総務部総務課作成 

 

 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

の制定について 

 

１ 概 要 

  刑法等の一部を改正する法律（令和４年６月１７日公布）の施行に伴い、関係条例を

整理するものです。 

 

２ 内 容 

整理条例において、次に掲げる条例中「禁錮」を「拘禁刑」に（①～④）、「懲役」

を「拘禁刑」に（⑤）、改める一部改正を行います。 

① 酒田市特別職の職員に対する退職手当支給条例（人事課） 

② 酒田市一般職の職員の給与に関する条例（人事課） 

③ 酒田市職員の退職手当に関する条例（人事課） 

④ 酒田市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（上下水道部） 

⑤ 酒田市議会の個人情報の保護に関する条例（議会事務局） 

 

３ 施行期日 

  刑法等の一部を改正する法律の施行の日（令和７年６月１日）から施行。 

 

４ その他 

  刑罰を定めた条文の制定改廃を行うにあたっては、事前に地方検察庁との協議が必

要とされています。本条例については、山形地方検察庁に対して令和６年７月５日付

で協議を依頼し、同年８月２７日付で「意見なし」との回答を得ています。 



総務常任委員協議会資料 

令和６年１１月２２日 

総務部総務課作成 

 

 

酒田市議会の議決に付すべき重要な公の施設に関する条例の廃止について 

 

１ 概 要 

特定の施設を重要な公の施設とする取扱いを改めるため、条例を廃止するものです。 

 

２ 内 容 

 当該条例は、所定の公の施設について、地方自治法第９６条第１項第１１号に規定す

る「重要な公の施設」とし、当該施設について５年以上の独占的な利用をさせる場合に

議会の議決を得なければならないとするものです。 

この条例を施行する時点で、現になされている５年以上の独占的な利用の許可につい

ては、その期間が満了するまでの間、なおその効力を有するものとする経過措置を設け

ました。 

 

３ 施行期日 

  公布の日から施行。 



 

 

総務常任委員協議会資料 

令和６年１１月２２日 

総務部人事課作成 

 

 

酒田市職員の退職手当に関する条例の一部改正について 

 

 

１ 条例の改正理由 

 ○ 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行による、国家公務員退職手当法の一部改

正に伴い、所要の改正を行うため。 

 

２ 条例改正の概要 

①  就業手当の廃止 

  ・ 就業促進手当として、就業手当、再就職手当、就業促進定着手当が支給されてい

るが、支給実績が極めて少なく、人手不足の状況下においては安定した職業への就

職を促進することが求められていることを踏まえ、安定した職業以外の職業に早期

再就職した場合の手当として支給している就業手当を廃止する。 

 

②  地域延長給付の延長 

  ・ 令和 6年度末までの暫定措置となっていた、特定退職者であって、雇用機会が不

足する地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、再就職を促進す

るために必要な職業指導を行うことが適当と市長が認めた者に対して、雇用保険法

の規定による基本手当の支給の例により当該基本手当の支給条件に従い支給する失

業者の退職手当について、令和 9年 3月 31日以前に退職した職員まで支給できる

こととする。 

 

③  その他 

  ・ 規定の適正化 

 

３ 施行期日   

２①、② 令和7年4月1日 

   ２③   公布の日 

 



   

令和６年１１月２２日 

総務部税務課作 成 

 

 

酒田市税条例の一部改正について 

 

 

１ 経過及び改正の理由 

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の施行により、同法に定める標

準化基準に適合する基幹業務システムの稼働に対応するため、固定資産税の納期を

改正するもの。 

 

２ 主な改正内容 

 固定資産税の納期を現行の６期から４期に改正する。 

 

３ 施行年月日 

令和８年４月１日 

  

総務常任委員協議会資料 



   

令和６年１１月２２日 

総 務 部 税 務 課 作 成 

 

 

酒田市都市計画税条例の一部改正について 

 

 

１ 改正の理由 

都市計画税の課税区域において変更が生じた地番等について、所要の改正を行う

もの。 

 

２ 主な改正内容 

（１）区域外流入 

広野字下中村、広野字末広 

（２）地番の変更 

黒森字葭葉山、坂野辺新田字東狢山、新堀字豊森、新堀字前岡、落野目字杉之崎 

 

 

３ 施行年月日及び適用年度 

令和７年１月１日から施行し、令和７年度分以後の都市計画税について適用する。 

 

総務常任委員協議会資料 
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令和６年１１月２２日 

企画部都市デザイン課作成 

 

 

酒田市開発許可等の基準に関する条例の一部改正について 

 

 

１ 概要 

   流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正に伴い、 

引用する法律の名称等の変更について、所要の改正を行うものである。 

 

２ 内容 

第 4 条第 17 号ア中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法

律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に、「物流総合効率化法」を

「物資流通効率化法」に、「第 5 条第 2 項」を「第 7 条第 2 項」に、「第

2 条第 3 号」を「第 4 条第 3 号」に改め、同号イ中「物流総合効率化法

第 4 条第 5 項」を「物資流通効率化法第 6 条第 10 項」に改める。 

 

３ 施行期日 

   流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送 

事業法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 

 



                             

     令和６年１１月２２日  

                   健康福祉部高齢者支援課作成 

 

酒田市介護保険条例の一部改正について 

 

１ 改正の理由 

令和６年７月２５日からの大雨による災害に伴い、災害を受けた者等の介護保険料の

減免に関する特例を設けるため、所要の改正を行うもの。 

 

２ 主な改正内容 

介護保険料の減免に関する申請期限の特例（第１３条第２項ただし書） 

  介護保険料の減免に関する申請期限を、普通徴収の方法により保険料を徴収されて

いる者については納期限前７日まで、特別徴収の方法による者は特別徴収対象年金給

付の支払に係る月の前前月の１５日までとの規定に対し、災害以後の納期にかかる介

護保険料の減免を適用させること等を目的として、市長が認めた場合、特例を設ける

ことができるよう改正するもの。 

 

３ 施行期日等 

公布の日から施行し、改正後の第１３条第２項ただし書の規定は、令和６年７月 

２５日から適用するもの。 
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     令 和 ６ 年 １ １ 月 ２ ２ 日  

                   健康福祉部高齢者支援課作成 

 

酒田市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する 

基準を定める条例の一部改正について 

 

１ 改正の理由 

介護保険法施行規則の一部改正に伴い、地域包括支援センターの職員配置基準を変更

するとともに、一の圏域において第１号被保険者数（65歳以上の高齢者数）がおおむね

６，０００人以上７，０００人未満となる場合の職員配置基準に関する規定を追加する

もの。 

 

２ 主な改正内容 

（１）介護保険法施行規則の一部改正に伴うもの 

① 常勤換算法（※）の導入を可能とするもの 

 「地域包括支援センターの設置運営について（厚生労働省通知）」では、地域包 

括支援センターは常勤職員の確保が必要としつつ、「常勤職員を配置することが著 

しく困難な場合にあっては、適切な業務遂行を確保できるかどうかについて運営協 

議会の判断を得た上で、経過的にセンター職員の一部を常勤換算方法により必要人 

数確保することでも足りるものとする」とされたもの。 

  ※非常勤職員の勤務延時間数を常勤職員が勤務すべき時間数で除することによ

り計算する方法 

 

② 複数圏域の高齢者人口を合算した職員配置を可能とするもの 

 地域包括支援センターの職員配置については、３職種（保健師等、社会福祉士 

等、主任介護支援専門員等）の配置を原則としつつ、複数圏域の高齢者数を合算 

し、３職種を地域の実情に応じて配置することを可能とするもの。（※参考資料） 

 

（２）一の圏域の高齢者数がおおむね 6,000人以上 7,000人未満となる場合の基準を新

設するもの 

 第 1号被保険者数 人員配置基準 

 1,000人未満 3職種のうちから 1人又は 2人 

 1,000人以上 2,000人未満 3職種のうちから 2人（内、1人は常勤） 

 2,000人以上 3,000人未満 常勤の 3職種のうち 2人（内、保健師 1人） 

 3,000人以上 6,000人未満 常勤の 3職種 3人 

新設 6,000人以上 7,000人未満 常勤の 3職種 3人＋3職種のうちから 1人  

 

３ 施行期日 

令和７年４月１日から 

民生常任委員協議会資料 
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（出典：全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料） 

民生常任委員協議会 参考資料 



 

 

民生常任委員協議会資料 

令和６年１１月２２日 

健康福祉部国保年金課作成 

 

酒田市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

 

１ 改正の理由 

 令和６年７月２５日からの大雨による災害に伴い、災害を受けた者等の国民

健康保険税の減免に関する特例を設けるため、所要の改正を行うもの。 

 

 

２ 主な改正内容 

国民健康保険税の減免に関する申請期限の特例（第２７条第２項ただし書） 

 国民健康保険税の減免に関する申請期限を、普通徴収の方法により国民健

康保険税を徴収されている者については納期限前７日前まで、特別徴収の方

法により徴収されている者については特別徴収対象年金給付の直近の支払日

前７日までとの規定に対し、災害以降の納期にかかる国民健康保険税の減免

を適用させることを目的として、市長が認めた場合、特例を設けることがで

きるよう改正するもの。 

 

 

３ 施行期日等 

公布の日から施行し、この条例による改正後の酒田市国民健康保険税条例第

２７条第２項ただし書の規定は、令和６年７月２５日から適用するもの。 

 

 



建設経済常任委員協議会資料 

 

令和６年１１月２２日 

地域創生部交流観光課作成 

 

 

酒田市観光物産施設設置管理条例の廃止について 

 

 

１ 廃止の理由 

酒田市観光物産施設の用途を廃止するため。 

 

２ 廃止の経緯 

(1) 酒田市観光物産館 

令和７年３月にオープン予定のいろは蔵パークに、酒田市観光物産館の指定

管理者である酒田観光物産協会が、当該施設と同様の機能を有する店舗を出店

する。 

(2) 眺海の森物産展示即売所 

運営事業者が無く休館中であることに加え、施設自体も老朽化しており、再

開の目途が立たない。 

 

３ 施行日  

令和７年４月１日 



建設経済常任委員協議会資料 

 

令和６年１１月２２日 

農林水産部農政課作成 

 

 

酒田市民農園設置管理条例の廃止について 

 

 

１．提案の理由 

 酒田市民農園の用途を廃止するため、条例を廃止するもの。 

 

２．施行年月日 

  令和７年４月１日 

 

３．条例廃止後の方向性 

  農園廃止後は、意欲ある農業者が営農に活用できる方向で調整中。 

 

４．利用者への周知の状況（令和５年１１月２９日以降） 

  ・令和６年１月２６日 利用者説明会（於 ひらたタウンセンター会議室２） 

   出席者 ７組１０名（欠席７名）    

内 容 市民農園の現状と令和６年度以降の方向性について説明。 

代替農園の紹介（松山河川運動公園内） 

令和６年度市民農園利用申込書の配布 

※説明会終了後欠席者７名に説明資料を送付。 

  

５．参考 

・令和６年度利用申込者 ６名１１区画（令和５年度 １４名２１区画） 

 ※代替農園への移行者はいなかった。 

 

６．今後のスケジュール 

  ・令和６年 １１月３０日 令和６年度分利用許可期間満了 

・令和７年  ２月 １ 日 市広報でお知らせ 

４月 １ 日 財産引継ぎ（行政財産→普通財産） 

          同 日  財産貸付契約締結（貸付する場合） 

 



建設経済常任委員協議会資料 

令和６年１１月２２日 

上下水道部管理課作成 

 

酒田市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

１ 概 要 

下水道法施行令において、下水道からの放流水に含まれる大腸菌群数の基準を定めて

いたところ、より正確な指標である大腸菌数の測定が技術上可能となったことから、環

境基本法や水質汚濁防止法等の大腸菌群数に係る水質基準が大腸菌数に係る基準に変

更されました。 

これを受けて下水道法施行令が改正されたことに伴い、本市においてもこれに対応す

るため、酒田市下水道条例を改正するものです。 

 

２ 内 容 

第 16条第 1項第 10号中「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改めるものです。 

併せて、同 10 号中の「法第６条第４号」の引用部分を、法改正の号ズレにより「法

第６条第５号」に改めるものです。 

 

３ 施行期日 

 令和 7年 4月 1日 
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建設経済常任委員協議会資料 

令和６年１１月２２日 

農林水産部農政課作成 

 

 

スマート農業研修センターの指定管理者の指定について 

 

１ 目  的 

スマート農業研修センターは、令和４年度から株式会社ファーム・フロン

ティアが指定管理者として管理しており、令和７年３月３１日で指定期間が

終了するため、新たな指定管理者を選定するものです。 

 

２ 指定管理施設 

名 称  スマート農業研修センター 

所在地  酒田市大宮町四丁目９番３号 

 

３ 指定管理者候補者 

住 所  酒田市大宮町四丁目９番３号 

団体名  株式会社ファーム・フロンティア 

 代表取締役 中山 由紀 

 

４ 指定期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（５年間） 

 

５ 選定方法  公募 

 

６ 経  過 

令和６年 ９月 ２日  募集開始 

平成２６ ９月３０日  募集締切 

平成２６１０月２５日  選定委員会（指定管理候補者の選定） 

 

７ 選定結果 

（１）得点  １５０．８点（配点２００点） 

（２）評価  受託能力がある 
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（３）評価項目、配点及び得点 

選定基準 審査項目 配点 得点 

１ 公共性と平等利

用の確保が図られる

こと 

 

 

(1)管理の基本方針 

(2)利用者の平等利用の確保 

３０ ２１．０ 

２ 施設の効用の最

大限の発揮と管理経

費の縮減が図られる

こと 

 

(1)サービスの質の維持又は向上 

(2)意見の反映と苦情等対応 

(3)施設の効果的な活用方策 

(4)効率的運営の取組み 

(5)要求水準等に対する取組み 

５０ ３５．８ 

３ 事業計画に沿っ

た管理を安定的に行

う体制と能力を有し

ていること 

(1)業務履行の体制 

(2)職員の雇用と人材育成 

(3)施設の適切な維持管理 

(4)財務的な能力 

(5)施設運営に対する意欲等 

６０ ４５．２ 

４ 法令遵守と安全

管理の確保が図られ

ること 

 

(1)法令遵守の徹底 

(2)個人情報の保護 

(3)危機管理の取組み 

(4)環境への配慮 

(5)地域連携と地域貢献 

３０ ２０．６ 

５ その他施設の性

質又は目的に応じて

必要と認める事項 

 

(1)スマート農業の推進 

(2)その他農業の振興を図る取組 
３０ ２８．２ 

合   計 ２００ １５０．８ 

※得点は、各委員の平均点である。（小数点以下第２位を四捨五入） 

 

【評価】 受託能力がある   （１２０点超～２００点） 

受託能力に疑問がある（１２０点以下） 
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